
令和６年度から、休日の中学校部活動の地域移行がはじまります
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【平日】
今まで通り、学校教育の一環

として「学校部活動」を
継続するじょー。

【休日】
地域に移行し、社会教育の一環

として「地域クラブ活動」を
整備するじょー。

「地域クラブ活動」について
は、詳しくは次のページで説
明しているじょー。
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地域クラブ活動に移行するのは、休日の部活動のみです。
平日の部活動については地域移行に関わらず、今まで通り「部活動」として継続します。

指導者

保護者の方や、大学生の方の登録
も可能ですし、顧問の先生や平日
指導されている外部指導者の方が
希望された場合は、平日と同じ指
導者の方が指導されることもあり
ます。

クラブ活動の指導は、地域ク
ラブ活動の指導者バンクに登
録していただいた指導者の方
が行います。
現在、部活動で指導をされて
いる顧問の先生や外部指導者
の方も、希望に応じて登録し、
指導者として参加します。

活動場所

生徒の移動の負担及び保護者の送
迎の負担を考慮し、平日の部活動
で使用している各中学校の施設を
使用します。

⇒平日の部活動と同じ

用具

費用負担を考慮し、平
日の部活動で使用して
いる各中学校の用具を
使用します。
⇒平日の部活動と同じ

運営団体

地域クラブ活動の運営団体は、「大野城市地域クラブ活
動実行委員会」です。学校管理下の活動ではありません。

⇒平日の部活動とは別の活動

【費用について】
試行期間中（令和７年度末までを予定）は、活動で発生する参加負担金（保険料や施設使用料及び指導者謝礼金
等）を市で負担します。試行期間終了後については、国及び県、近隣自治体の動向を考慮し検討していきます。

【中体連及び新人戦等の大会の取り扱い】
試行期間中は、地域クラブ活動ではなく今までのとおり「部活動」として参加することとし、引率は部活動顧問
（教員）等が行います。

連絡及び相談先

出欠の連絡や相談については、
現場を管理しているコーディ
ネーター及び指導者にお願い
します。
地域クラブ活動は部活
動の顧問の先生の管轄

外の活動です。
⇒平日の部活動と別の活動

緊急時対応

現場を管理しているコー
ディネーター及び指導者を
中心に、実行委員会事務局
の統括コーディネーター、
教育委員会が連携し、一体
となって対応します。
⇒平日の部活動と別の活動

令和６年度から、休日の部活動を学校毎に、部活動から地域クラ
ブ活動へと地域移行を進めていきます。こちらでは、各項目毎に、
今までの部活動との違いや、活動の主な項目について説明します。

～試行の開始について～
地域クラブ活動の試行開始については、令和６年度に大野中学校、令和７年度に大
野東中学校、大利中学校を加え、令和８年度に市内全５校に拡大予定です。活動開
始時期については、３年生が引退し、新体制に移行した部活動から順次進めていく
予定です。対象校には事前に文書等で詳細を連絡させていただきます。

保険
学校管理下の活動ではないため、ス
ポーツ振興センターの保険対象外です。
活動参加にはスポーツ安全保険への加
入が要件となります。
⇒平日の部活動と別の活動

大野城市
地域クラブ活動


